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苑

鶴
れ
る
紘
民
政
鉱
山
崎
形
見
・
琉
球
と
陵
部
世
肱

第
二
十
四
番

一O
主

O

O 
J、

第
六
腕

…
問
内
鴨
川
版
琉
球
主
麿
藩
置
牒

(
前
期
)

山

本

美

乃

越

鹿
勝
三
年
将
軍
徳
川
慶
喜
は
時
勢
人
心
の
街
ふ
所
を
察
し
て
政
権
を
奉
還
し
、
王
政
古
に
復
h
諸
般
の
制
度
は

面
白
ヤ
維
れ
新
た
に
す
る
に
至
り
、
次
で
明
治
二
年
に
は
帝
都
を
東
京
に
遅
し
・
同
四
年
に
は
諸
品
会
し
て
版
籍

を
返
上
せ
し
め
務
を
廃
し
て
燃
を
置
く
よ
ご
、
な
っ
た
、
之
を
機
曾
に
琉
球
王
闘
も
亦
未
曾
有
の
描
煙
草
に
遭
逃
せ

古
る
を
得
5
る
-
』
ご
町
、
な
hd
・
従
来
名
義
上
に
於
て
は
我
が
闘
の
杭
民
的
保
護
地
ピ
稀
す
る
を
得
わ
ん
が
、
質
際
上

に
於
ー
は
島
津
氏
に
直
脱
し
て
掛
支
貿
易
の
一
機
関
正
し
て
其

ω存
在
を
認
め
ら
る
、
に
過
吉
な
か
っ
た
琉
球

も
、
此
の
年
を
以

τ隣
務
的
手

ev離
れ
て
鹿
児
島
岡
制
的
管
下
に
魁
し
、
名
賞
共
仁
日
本
帝
国

ω
一
植
民
的
保
護
地

己
な
る
に
至
っ
た
、
幕
府
時
代
じ
は
琉
球
王
の
卸
位
に
際
し
て
は
某
の
恩
を
謝
す
る
意
味
に
於
て
謝
思
使
を
、
叉

徳
川
氏
の
時
府
軍
職
に
就
け
る
場
合
に
は
祝
貨
の
意
を
表
す
る
掛
川
め
に
鹿
賀
伎
を
江
戸
に
迭
争
、
幕
府
に
謝
す
る
朝

貢
の
搬
は
之
を
謹
〈
し
来
れ
る
も
、
朝
廷
仁
輔
副
し
て
は
琉
球
は
古
へ
よ
り
朝
貨
の
磁
を
修
め
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る

が
、
今
や
王
政
維
新
の
一
大
雄
事
に
際
曾
し
た

z
h
r
以

τ、
明
治
五
年
七
月
岡
王
倫
泰
は
伊
江
王
子
(
備
他
)
4
T
E
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使

Z
L宜
野
鶴
親
方
(
向
有
恒
)
を
副
使

Z
L
て
東
京
に
遣
は
し
、
天
皇
の
親
政
を
奉
賀
せ
し
め
た
、
営
附
術
泰
り

上
奏
せ
る
表
文
に
臼
(
、

恭
ク
惟
W

ユ
白
玉
上
登
極
以
来
乾
制
始
一
一
プ
張
リ
出
山
政
一
日
新
務
瓜
皇
思
-
一
治
U

獄
欣
披
鉾
セ
す
Y

ナ
V

備
事
南
阪
-
一

在
一
ア
伏
V

ア
盛
蔀
ヲ
聞
キ
備
特
ノ
至
リ
二
一
勝
へ
ス
今
正
使
向
健
副
使
向
有
恒
賛
議
官
向
維
新
ヲ
遣
ジ
謹
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朝
賀

ノ
樽
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修
メ
且
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物
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伏
V
E
7
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明
治
五
年
壬
申
七
月
十
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日

琉
球
闘
王

f肯

泰

謹
奏

朝
廷
に
於
て
も
亦
琉
球
使
臣
の
刺
却
を
嘉
み
し
、
毛
利
氏
の
邸
宅
を
以
て
共
の
宿
舎
に
充
て
・
外
務
省
の
官
吏

ぜ
し
て
之
を
接
待
せ
し
め
た
の
み
な
ら
宇
、
向
お
を
封
じ
て
琉
球
務
王
正
な
し
華
族
に
列
し
た
、
賞
時
の
詔
勅
に

日
〈
、股

上
天
ノ
長
命
ニ
腐
リ
官
同
世
一
系
ノ
帝
砕
ヲ
紹
キ
奄
-
一
四
海
ヲ
有
チ
入
荒
-
一
君
臨
ス
今
琉
球
近
タ
南
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-
一
在

y
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相
同
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文
殊
ナ
U
F

無
ク
世
々
薩
刷
用
ノ
附
府
タ
リ
而
シ
ア
爾
向
泰
能
ク
勤
誠
ヲ
致
ス
笠
ク
出
制
措
酎
ヲ
奥
プ
へ

V
陸
V

7
琉
球
藩
王
ト
翁
γ
叙
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華
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-
一
列
ス
沓
掛
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其

ν
滞
日
脚
ノ
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v
衆
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上
-
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チ
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股

カ
意
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健

v
f
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室
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V

欽
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明
治
五
年
壬
申
九
月
十
四
日

来
で
同
年
九
月
二
十
日
に
は
務
内
の
融
通
に
便
な
ら
し
め
ん
が
絡
め
に
金
銀
貨
及
び
紙
幣
を
取
交
性
三
高
岡
を

詑

苑
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る
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政
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内
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前

謀
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民
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策
山
崎
形
見
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琉
球
と
臨
叫
措
置
問
脚

O 
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第
六
披
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苑

第
二
十
四
笹

下
賜
せ
ら
れ
、
真
に
同
月
二
十
九
日
に
は
術
泰
を
一
等
官
を
以

τ待
過
す
べ
き
旨
含
遣
し
、
且
東
京
府
下
飯
田
町

檎
木
阪
に
邸
宅
を
購
ふ
て
之
を
賜
ふ
た
、
此
の
如
〈
し
て
従
来
薩
臨
時
の
管
領
た
り
し
琉
球
は
今
や
朝
廷
の
責
務

ご
な
'
り
、
朝
貢
等

ω一
儀
械
も
直
接
東
京
に
於
て
之
ぜ
受
け
、
又
琉
球
に
闘
す
る
巾
央
政
府
の
事
務
は
爾
後
外
務
省

を
し
て
之
を
管
掌
せ
し
む
る
よ
吉
、
な
っ
た
、
芸
品
L
琉
球
は
多
年
支
那
E
親
密
な
る
関
係
争
」
有
せ
る
の
み
な
ら

十
、
欧
米
諸
岡
ご
も
僚
約
を
締
結
し
て
交
際
し
来
れ
る
聞
係
ゐ
る
を
以
て
、
外
務
省
の
所
管
ピ
な
す
を
使
古
考
へ

た
も
の
で
あ
ら
う
ぜ
思
は
る
、
が
、
其
の
後
外
務
省
は
支
那
及
び
西
洋
諸
闘
に
掛
す
る
事
務
を
取
扱
L
所
で
あ
る

ピ
云
ふ
理
向
を
以
て
、
琉
球
部
よ
り
外
務
省
の
管
理
を
底
し
内
務
省
の
所
属
ご
せ
ら
れ
ん
-
』
ご
を
耐
ふ
た
縛
め

に
、
明
治
七
年
一
月
以
後
は
琉
球
務
的
事
務
は
内
務
省
に
移
管
せ
ら
れ
た
、

表
而
の
理
由
は
此
の
如
〈
外

務
省
は
諸
外
国
に
謝
す
る
事
務
を
取
扱
ム
所
で
あ
h
、
琉
球
は
日
本
帝
閣
の
一
部
で
あ
っ
て
外
国
ピ
鵜
す
る
合
得

な
い
か
ら
外
務
省
の
所
管
E
す
る
事
は
嘗
を
得
な
い
ど
一
耳
ム
に
あ
っ
た
が
、
其
の
賓
は
外
務
省
の
管
轄
・
こ
な
ち
居

←一一一一 一一一

る
時
は
、
琉
球
は
日
本
の
直
属
た
る
-
w
Z
が
諸
外
闘
に
知
れ
渡
b
、
延

τ琉
支
雨
悶
の
交
際
に
支
一
陣
を
来
た
す
虞

れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
・
:
:
白
紙
に
中
央
政
府
の
宜
属
ピ
な
っ
た
以
上
は
首
て
琉
球
が
米
・
仰
・
蘭
等
の
諸
岡

ご
締
結
し
た
傑
約
も
、
凡
て
之
を
外
務
省
に
於

τ受
継
「
の
は
蛍
然
で
ゐ
る
所
か
ら
、
明
治
五
年
九
月
二
十
八
日

に
其
の
旨
を
迷
示
し
、
ヌ
薩
摩
の
管
領
時
代
に

U
毎
年
琉
球
よ
h
年
頭
使
を
鹿
児
島
に
遣
は
し

τ服
務
を
見
せ
L

め
た
も
の
で
め
る
が
、
自
今
之
を
廟
し
て
束
京
に
特
勤
せ
し
め
東
京
詰
年
頭
使
ピ
呼
ぶ
こ
芝
、
な
っ
士
。

晶、
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日
琉
雨
岡
の
関
係
は
蕊
に
全
〈
面
白
を
↑
新
し
た
る
を
以
て
、
廃
藩
管
領
時
代
に
於
け
る
が
如
(
に
日
支
雨
図

に
謝
す
る
琉
球
の
不
帥
不
離
の
雨
風
閥
係
は
到
底
之
を
認
容
す
べ
か
ら

F
る
こ
ご
、
な
っ
た
絡
め
に
、
明
治
人
年

一
月
政
府
は
三
司
官
(
協
同
し
て
闘
王
ぜ
輔
佐
す
る
三
人
の
重
臣
)
一
名
及
び
賞
時
琉
球
の
宵
人
中
に
て
日
本
語
に

最
も
熟
越
せ
る
興
那
原
親
方
の
上
京
を
命
じ
、
自
今
琉
支
雨
闘
の
直
接
交
通
は
之
を
許
事
い
る
旨
を
達
し
た
、
司

官
等
は
過
去
に
於
げ
る
琉
支
雨
闘
の
関
係
よ
り
支
那
に
劃
し
て
は
進
買
を
紹
も
難
主
事
情
あ
る
こ
ご
を
隊
で
従

来
の
如
き
山
肌
態
に
置
か
れ
ん
こ
ご
を
懇
願
し
た
が
許
苫
れ
な
か
っ
た
、
衣
で
同
年
六
月
政
府
は
琉
支
耐
同
聞
の
交
通

を
断
然
差
止
め
、
且
日
琉
岡
岡
山
り
関
係
を
明
確
な
ら
L
め
ん
が
掛
川
め
に
内
務
大
丞
松
田
道
之
を
使
者
芭
し
て
琉
球

に
遣
は
し
、
左
の
達
書
を
交
付
せ
し
め
た
、

琉

球

務

一
其
藩
ノ
儀
従
来
隔
年
朝
貢
ト
唱
へ
靖
国
へ
使
節
ヲ
振
遣
シ
或
ρ

清
帝
卸
位
ノ
節
鹿
賀
使
差
遣
』
ジ
候
例
規
有

之
趣
三
似
品
村
共
自
今
被
差
止
候
事

一
務
王
代
替
ノ
節
従
前
油
田
園
ヨ

P
冊
封
受
ケ
来
吋
ノ
候
趣
三
候
得
共
自
今
被
差
止
候
事

右
ノ
遁
可
心
得
此
旨
相
蓬
候
事

明
治
人
年
五
月
二
十
九
日

太
政
大
臣

三

傑

貫

流

球

一
務
内
一
般
明
治
ノ
年
披
ヲ
奉
γ
年
中
ノ
儀
膿
等
総
一
ア
御
布
告
ノ
遁
進
行
可
致
事

韓基美

詑

施

認
札
る
植
民
政
策
の
崎
形
見
・
琉
球
と
蹴
落
置
脳

第
二
十
四
谷

O 
王

第
宍
就
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苑

謀
れ
る
植
民
政
筑
白
崎
山
市
見
・
琉
球
と
髄
藩
蹴
麟

第
二
十
四
番

一O
五
回

一
刑
法
定
律
ノ
通
施
行
可
致
困
ア
右
取
調
ノ
震
槍
嘗
ノ
者
雨
三
名
上
京
可
致
事

一
繕
制
改
革
別
紙
ノ
遁
施
行
可
致
事

一
拳
事
修
業
事
情
通
知
ノ
錦
人
選
ノ
上
少
舵
ノ
者
十
名
程
上
京
可
致
事

右
僚
件
之
通
可
心
得
此
旨
相
違
候
事

一

一

潜

王

勅
任
官
ト
ス

一

大

参

事

一

員

四

等

官

一

雄

大

参

事

一

員

在

等

官

一

少

参

事

ニ

員

六

等

官

一

様

少

会

事

二

員

七

等

官

以
上
奏
任
官
ト
ス
藩
議
ヲ
以
-7
人
選
共
扶
ノ
上
宜
下
ア
W

へ
V

一

大

風

人

等

一

権

大

一

周

一

中

風

十

等

一

催

中

国

刷

一

少

厨

十

三

等

一

様

少

尉

一

史

生

十

阿

等

一

務

事

以
上
判
任
官
ト
ス
務
議
ヲ
以
-
プ
相
命
上
届
出
へ
V

一

等

外

一

等

一

一

俸
給
』
揮
テ
務
費
ヲ
以
ア
適
宜
給
輿
且
へ

H
V

明
治
人
年
六
月
三
日

時
制

藩

職

制
等

官

球

F 一一一

等

太
政
大
臣

九

等

十

一

等

十

三

等

十

五

等
等

f氏

第
六
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政
府
が
内
務
大
丞
松
側
道
之
を
琉
球
に
差
遣
す
る
じ
至
っ
た
事
情
は
‘
硫
支
雨
岡

ω
置
接
交
通
は
婚
家
之
を
断

絶
す
べ
き
首
を
阪
に
遁
迭
し
あ
る
に
拘
ら
守
、
琉
球
王
は
術
ほ
支
那
先
常
崩
御
の
白
認
及
ぴ
新
帝
卸
位

ω紅
詔
を

受
り
、
之
に
濁
し
て
叉
弔
問
・
慶
貨
の
使
節
営
逸
れ
る
事
例
々
北
京
在
留
内
日
本
一
公
使
の
耳
に
す
る
所
と
な
り
、

直
ち
に
琉
球
内
使
節
に
謝
し
て
問
責
放
を
送
り
て
る
も
、
支
那
宮
市
民
の
妨
「
る
所
ご
な

h
た
る
報
ゐ
b
し
よ
b
、

特
に
使
節
を
琉
球
に
差
遣
す
る
一

τ己
、
な
っ
た
も
の
で
あ
る
ご
云
ふ
こ
・
乙
で
あ
る
、
而
し
て
松
岡
大
丞
は
別
に
謹

書
中
に
は
共
の
事
の
明
記
な
き
も
、
前
掲
保
羽
山
迩
ー
γ
の
常
然
り
結
果

ζ
L
τ
、
↓
在
編
州

ω琉
球
備
を
廊
止
す

べ
き
事
、
(
阪
に
朝
買
を
威
す
る
以
上
は
公
館
を
存
位
す
る
の
必
要
が
な
い
か
ら
で
ゐ
る
)
、
二
豪
櫛
問
罪
師

ω仮

遣
に
謝
す
る
謝
邸
の
鴻
め
術
泰
王
自
ら
上
京
す
べ
き
布
、
引
琉
城
内

ω遁
嘗

ω地
に
鏡
肇
の
R
T
替
を
設
挺
す
る
事

等
を
口
達
し
た
。

闘
に
、
弦
に
憂
憐
問
罪
師
的
減
退
に
帆
到
す
る
謝
恩
一
五
々

-E-一
一
口
へ
る
は
、
明
治
四
年
琉
球
船
三
隻
宮
古
島
に
波

航
の
途
中
暴
風
に
逃
ひ
肇
鴻
牡
丹
刷
の
蕃
地
に
漂
流
し
、
七
十
伶
名
中
生
恭
の
縛
め
に
殺
害
せ
ら
れ
た
る
者
五

十
除
名
に
及
び
、
僚
に
十
数
名

ω者
漣
れ
E
踊
州
に
到
着
し
た
さ
一
五
ム
出
来
…
叫
が
ゐ
っ
た
、
放
仁
一
保
約
締
結
の

要
件
を
帯
び

t
副
島
外
務
卿
の
清
闘
に
差
治
せ
ら
れ
た
る
時
・
-
議
機
生
蕃
的
我
が
版
闘
仁
一
周
す
る
琉
球
人
を
殺

設

苑

謀
れ
る
植
民
政
策
白
崎
形
見
・
琉
球
、
非
」
臨
藩
置
麟

第
一
一
十
四
巻

一O
五
百

第
プミ
揖

害
L
た
る
罪
を
責
的
た
所
、
清
岡
政
府
は
之
に
勝
へ

τ
生
蕃
の
棲
息
地
は
未
に
王
化
に
震
は

T
我
が
管
轄
外

に
在
・
り
ご
り
理
由
を
以

τ取
合
は
な
か
っ
た
、
議
に
於

τ陸
軍
中
賂
西
郷
従
道
守
し
て
陸
海
軍
を
率
ひ
て
征
蚕

.0'.4 
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施

政
れ
る
植
民
政
策
の
崎
市
見
・
琉
球
と
臨
藩
置
腕

第
二
十
四
径

一O
豆
大

第
ノ、
韓

四

の
途
仁
上
ら
し
め
、
蕃
地
を
征
服
し
て
十
八
枇
を
降
伏
せ
{
め
た
、
然
る
に
此
皮
は
清
岡
政
府

ω代
表
者
に
る

壷
隊
総
督
は
嵐
官
を
遣
は

Lτ
生
蕃
も
亦
自
己
の
管
轄
に
属
す
る
回
目
配
告
げ
、
旦
北
(
の
岡
絡
を
示

L
た
矯
め

に
、
西
郷
中
山
川
は
軍
を
駐
め
て
此
の
旨
を
政
府
に
報
告
し
た
、
.
我
が
政
府
は
此
の
報
に
接
す
る
や
内
務
卿
大
久

保
利
通
士
会
機
排
理
大
闘
に
任
し
て
支
那
に
差
遣
し
、

清
岡
政
府
の
前
言
の
削
協
を
古
む
る
ご
共
に
、

軍
事

曲
賞
・
償
金
及
び
被
害
者
遺
族
撫
他
金
ご
し
て
五
扮
高
闘
を
提
供
せ
し
め

1
漸
〈
落
着
し
た
、
所
部
士
盤
機
関
非
師

云
々
ピ
は
此
の
事
件
を
稿
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
之
に
謝
し
て
琉
球
王
自
ら
上
京
し
て
其
の
恩
を
謝
す
ぺ

L
ご

の
要
求
が
前
掲
ニ
の
係
呪
で
ゐ
る
。

琉
球
務
廊
に
於
一
ー
は
此

ω達
書
を
見
一
1
大
に
総
注
、
其
の
同
答
に
就
て
数
日
間
討
議
を
重
ね
た
が
、
議
論
百
出

師
す
る
所
を
知
ら
な
炉
っ
た
、
併
[
数
日
後
大
陸
に
於
て
左
の
如
〈
に
意
見
守
極
的
、
之
に
廿
端
、
き
同
答
を
骨
岬
す
こ

ご
、
な
っ
た
、
共
の
要
旨
は
「
刑
法
取
調
ぺ
の
鋳
め
の
鰭
賞
者
」
及
び
「
率
一
品
修
業
事
情
通
知
的
翁
め
の
少
刑
者
」
を

上
京
せ
し
む
る
事
は
、
天
朝
(
琉
球
に
て
は
治
酬
の
こ
ご
を
此
〈
呼
ん
ピ
)
に
封
し
で
も
別
に
差
支
へ
な
き
を
以
工

並
(
山
り
命
に
従
ふ
も
、
町
品
盤
胤
悶
征
伐
り
謝
恩
の
潟
め
に
務
王
自
ら
上
京
す
ぺ
し
ご
り
事
は
、
円
ド
滞
壬
病
態
に
在
一
'
り
事

賃
上
不
可
能
な
る
の
'A
な
ら
す
、
閥
王
の
地
位
は
至
傘
至
厳
妄
わ
に
其
の
九
月
を
軽
ん
じ
て
他
地
方
仁
出
ョ
つ
べ
き
で

は
な
い
、
放
に
王
子
を

L
て
名
代

Z
L
て
入
観
せ

t
む
る
こ

t
、
隔
年
明
貢
の
使
節
b
v

清
凶
に
減
退
す
る
…
4
・

帝
卸
位
の
節
髭
袈
使
を
差
遣
す
る
事
.
務
王
代
替
の
時
冊
剖
を
受
〈
る
一
帯
等
は
自
今
之
ケ
差
止
な
ぜ
の
通
達
に
劉 清

rifll向記事J.l>下菅1 三一頁叫 Fo1 ) 
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L
て
は
桶
カ
之
に
反
謝
す
る
占
」
芝
、
何
正
な
れ
ば
進
買
の
事
は
昔
へ
よ
h
の
大
典
た
る
の
み
な
ら
子
、
明
朝
時
代

よ
h
国
王
の
代
詩
ゐ
る
毎
に
波
法
を
宵

L
τ
使
者
を
迭
h
王
舗
を
賜
ム
等
優
遇
去
ら
J

る
な
〈
、
又
隔
年
の
進
一
只

仁一際

L
て
も
賞
賜
の
紙
幣
牧
場
に
迫
な
〈
、
清
朝
に
及
ん
で
は
一
層
優
渥
の
皮
を
加
へ
芙
の
恩
窮
ま
ち
な
[
、
斯

か
る
恩
を
忘
れ
義
に
背
き
朝
買
を
絶
つ
が
如
き
こ
ピ
は
理
に
於
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
所
で
あ
る
‘
況
ん
や
琉
球
の

地
た
る
大
洋
中
に
孤
立

L
悶
土
狭
小
に
[
て
自
立
の
力
な
〈
、
的
闘
の
版
闘
に
属
し
て
其
の
保
誰
務
援
の
下
に
漸

〈
岡
を
成
自
由

ω権
利
を
享
有
し
て
居
る
有
様
で
ゐ
る
、
伎
に
一
度
清
岡
正
の
開
係
を
絶
つ
時
は
自
然
自
由

ω

機
利
を
夫
ひ
・
製
肘
拘
束
を
受
〈
る
結
川
本
国
家

ω存
立
を
借
地
〈
す
る
に
至
る
か
ら
で
ゐ
る
、

ご
云
ふ
の
が
反
謝
の

主
た
る
理
由
で
ゐ
っ
た
。

新
か
る
務
論
仁
悲
量
的
川
泰
は
左
山
り
詩
書
及
び
願
書
を
是
出
t
k
o

一
常
務
仰
保
護
の
絡
め
分
遣
隊
被
位
候
旨
太
政
大
同
町
三
傍
目
白
よ
h
の
御
述
書
内
務
卿
大
久
保
利
通
殿
よ

h
抽
出
城

親
方
等
在
京
之
柳
御
波
相
成
此
儀
不
察
易
事
件
に
て
師
帆

ω上
岡
詳
を
以
て
申
上
保
方
に
内
願
申
上
置
候
彪

舗
又
武
下
よ
h
御
一
市
議
之
柏
崎
も
致
承
知
此
上
御
断
雛
巾
上
十
本
畏
似
然
は
設
務
之
者
共
皇
国

ω衆
に
甥
L
前向端

律
義
可
有
之
ご
の
段
は
品
端
々
申
付
泣
依
得
共
猶
以
相
恨
依
此
比
一
分
げ
て
申
波
当
御
座
依
問
兵
隊
共
に
も
御
締
方

被
仰
波
人
数
も
成
丈
減
少
被
仰
付
皮
尤
地
問
問
一
例
も
致
承
知
候
得
共
御
保
護
之
斜
被
召
立
事
に

τ代
痕
相
下

候
て
は
不
本
意
候
間
無
代
に
被
仰
付
皮
奉
刷
候

一
刑
法
定
律
之
遁
施
行
可
致
因
て
右
取
調

ω矯
め
抱
憶
の
者
岡
=
一
名
上
氏
可
申
付
旨
致
承
知
捌
差
益
可
申
候

E吐

苑

探
れ
る
杭
民
政
鉱
白
崎
形
見
・
琉
球
ル
一
蹴
耀
置
僻

体
一
一
十
四
巷

一O
E
七

都
大
脇
田

王

『琉球且聞f川、二九乃至三一頁。1) 
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融
和
る
楠
民
政
策
。
崎
括
処
・
琉
球
主
脱
落
置
腕

第
二
十
同
省

一O
五
λ

一-;1" 

第
六
抑

一
事
事
修
業
一
事
情
通
知
の
錨
め
人
選
り
上
少
祉

ω者
拾
名
程
上
京
可
処
致
旨
致
承
知
是
又
上
京
申
付
候
様
可
仕

司廃
お
の
遁
御
諦
申
上
候
也

明

治

人

年

入

月

五

日

(

奮

七

月

五

日

)

琉

球

潜

モ

尚

泰

内

務

大

丞

松

田

道

之

殿

常
務
清
凶
へ
隔
年
之
進
貢
或
は
清
帝
即
位
の
節
盛
山
H

差
港
且
清
岡
よ
り
叩
封
受
来
候
得
共
自
今
被
差
止
且
務

内
一
般
明
治
の
年
続
を
奉
C
年
中
の
糟
儀
等
総
て
仰
布
告
之
通
進
行
且
務
制
改
革
被
仰
付
ご
の
件
な
太
政
大
間

三
僚
公
御
遺
書
井
賞
下
よ
h
の
御
示
論
委
曲
致
承
知
依
之
諸
官
へ
も
評
議

ω上
怨
願
的
趣
左
に
申
上
候

一
蛍
滞
之
儀
挫
背
者
政
鰭
諸
減
式
不
相
立
候
上
競
篇
小
白
山
銭
有
之
市
中
候
彪
皇
同
支
那
へ
風
L
御
雨
国
之
家

御
指
抑
漸
々
政
瞳
宜
能
成
絡
用
之
物
件
も
御
一
附
凶
を
似
致
制
排
其
外
段
々
家
御
仁
他
献
に
皇
国
支
那
之
御
恩

血中

τ難
申
議
賀
々
御
悶
闘
は
父
母

ω闘
ピ
泉
滞
末
々
に
歪
h
奉
仰
措
在
幾
高
世
不
相
替
忠
義
を
帥
皮
志
願
御

座
候
風
自
今
支
那
へ
の
進
一
只
鹿
賀
品
什
彼
的
封
仰
を
詩
候
俄
被
差
止
候
て
は
親
子
之
議
相
絶
候
も
嗣
前
川
抽
世

ω

厚
恩
忘
却
信
義

er止
〈
巾
事
に

τ必
至
ご
胸
痛
仕
槌
在
仕
合
御
座
候
間
前
件

ω仙
川
釘
被
遊
御
賢
山
知
支
那
へ
の
進

貢
慶
州
民
井
彼
叫
封
冊
を
受
候
儀
共
是
迄
通
被
仰
付
度

山
日
正
岡
御
管
轄
之
所
は
鹿
児
島
勝
へ
麗
し
候
糊
よ
り
支
那
に
謝
し
隠
筏
位
候
得
共
支
那
へ
申
披
明
瞭
之
方
に
取

計
幾
重
に
も
御
同
国
之
御
本
公
永
久
勤
勉
致
度
御
座
候
閥
何
卒
願
意
御
採
用
被
下
度
本
懇
願
候

一
常
務
之
儀
右
に
巾
上
仮
遁
皇
国
支
那
へ
周
!
居
候
故
に
皇
国
へ
本
謝
似
て
は
皇
暦
を
用
支
那
に
制
到
し
て
は

彼
暦
を
周
年
中
之
儀
嘩
も
御
耐
図
之
御
格
式
に
準
じ
取
行
居
申
次
第
に

τ新
年
紀
元
節
天
長
節
等

ω
蹴
質
調

... 
> • .... 
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御
布
告
団
地
遵
奉
可
仕
候
問
英
他
是
迄
過
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候

一
職
制
之
儀
闘
柄
に
感
じ
民
心
に
従
ひ
相
定
古
来
畿
易
無
之
皇
国
御
直
管
相
成
候
て
も
困
健
政
髄
永
久
不
相

替
縫
被
仰
付
候
段
被
仰
波
務
内
一
同
拝
承
雛
有
安
堵
仕
居
申
M
M
彪
務
制
改
革
被
仰
付
候
は
uv

小
邦
丈
人
心
選

乱
毎
物
行
屑
申
問
敷
己
別

τ心
痛
仕
居
申
候
御
内
地
芭
は
別
段
之
御
取
諜
を
以

τ何
卒
此
中
之
泌
仰
付
被
下

度
奉
願
候

右
術
保
之
遁
奉
懇
願
候
委
細
縮
政
三
司
官
よ
り
申
上
候
間
幾
重
に
も
寛
康
之
御
仁
徳
を
以
て
御
許
容
所
仰
御
座

候
也明

治
ん
年
人
月
五
日

内
務
大
丞
松

琉
球
務
王

[1守

毒毛

田

道

之

殿

務
王
よ
h
の
此

ω書
面
に
劃

L
て
松
岡
大
丞
は
一
々
意
見
を
附
L
た
る
緋
駁
曹
を
法
っ
た
が
、
之
に
劇
到
し
務
廊

に
於
て
も
重
ね
て
討
議

ω
精
巣
鮮
明
書
セ
呈
出
し
来
り
、
鮮
明
に
弐
?
に
婦
明
智
以

τし
甲
論
乙
議
何
附
結
末
h
f

告
内
、
目
、
き
が
殆
ど
珠
洲
し
鴻
き
妹
践
で
あ
っ
た
、
蛍
怖
の
務
総
の
態
度
に
就
て
は
琉
球
藷
務
士
喜
合
場
判
賢
氏
は

英
の
著
『
琉
球
見
聞
鋭
」
中
に
左

ω如
く
に
述
べ
て
居
る

「
松
田
大
丞
は
客
舘
に
在
て
返
書
の
来
る
を
待
て
ど
も
来
ら
ぎ
る
を
憤
b
、
自
ら
城
府
に
到
り
百
般
唇
舌
を
鼓

L
τ
厳
格
に
責
諒
す
る
も
・
一
ニ
司
官
は
只
唯
々
是
れ
臆
千
る
の
み
に
て
曾
て
決
定
の
返
答
を
鎗
苫
ヤ
れ
ば
松
田
は

致
し
方
な
〈
客
館
仁
逗
昔
、
叉
中
田
純
子
島
耐
崎
川
原
聞
の
岡
氏
を
城
府
に
遣
は
し
頬
h
に
倍
促
を
匁

L
て
日

説

苑

謀
れ
る
杭
民
政
傭
山
崎
形
見
・
疏
韓
止
と
臨
間
帯
置
蹴

一(U
五
九

t二

第
二
十
四
倍

第
六
就

-、，

" ''''# 
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苑

〈‘

A
寸
迄
時
日
を
遷
延
す
る
は
如
何
な
る
町
中
ぞ
篭
も
承
認
[
難
り
れ
ば
速
に
決
定
せ
ら
る
べ

L
、
決
定
す
る
迄
は

説

謀
れ
る
和
民
政
鍛
白
崎
形
品
・
琉
球
・
ι
脳
部
位
鯨

ノ、

第
二
十
四
悠

一O
六
日

第
六
腕

我
等
遊
に
留
ま
hv

ペ
し
決
定
ぜ
ば
直
じ
返
書
を
製
し
我
等
に
内
閲
せ
し
め
ら
る
ぺ
[
正
、
常
務
衆
官
市
民
は
松
聞
の

臨
藩
以
来
毎
日
城
府
へ
会
集
す
る
者
百
除
人
紛
々
援
々
其
喧

L
き
に
堪
へ
歩
、
彼
を
乞

υ是
を
願
ひ
保
理
ピ
認
む

ぺ
き
も
の
は
繊
芥
の
事
正
雌
も
悉
く
準
げ
て
返
答
を
延
期
す
る
材
料
己
錯
し
た
れ
ど
も
言
ふ
所
成
〈
松
田
仁
挫
折

随
一
対
せ
ら
れ
一
も
効
を
奏
ゼ
す
、
然
れ
げ
と
も
些
に

τも
言
セ
強
〈
し
意
を
銑
〈

L
て
之
を
桓
ま
ば
、
忽
ち
政
府
の

鍛
貢
を
家
'
り

τ如
何
な
る
不
測
に
陥
ら
ん
も
誌
り
難
き
を
品
川
、
り
、
某
命
令
に
路
神
』
ゴ
る
の
意
な
れ
ど
も
詰
仁
顔
色

を
続
出
酬
に

L
言
誌
を
遜
順
に
し
て
只
頑
感
無
智
の
容
を
装
ひ
、
少
も
茸
(
念
怒
に
絢
れ

F
ら
ん
様
に
之
に
底
割
す
、

是
セ
以
て
松
田
は
保
理
の
在
る
所
は
惑
ら
や
解
蒋
し
て
詫
掛
酬
を
翁
し
、
其
動
か
‘
さ
る
に
至
て
は
曲
目
を
荒
〈
L
苛
責

す
る
こ

Z
宛
も
三
尺
の
一
一
荒
児
に
於
げ
る
が
如
き
ニ
ご
ゐ
ム
リ
、
来
官
克
は
松
田
に
責
め
立
て
ら
れ
夜
も
寂
ね
や
告
も

体
h
U

こ
己
な
く
、
毎
日
明
よ
h
晩
に
軍
一
b
持
議
諒
然
己

L
て
胸
を
燦
き
肝
を
砕
き
食
も
咽
に
下
ら
十
、
途
仁
一
精
紳

困
俗
身
飽
疲
弊
1
酔
ふ
が
如
〈
狂
ふ
が
如
〈
而
色
悉
〈
青
f
d

め
大
息
を
呼
吸
す
る
の
み
な
り
一
再
々
』
ご
O

事
情
此
山
知
く
な
・
り
し
を
以
て
松
田
大
丞
は
共
の
殴
隊
な
る
態
度
に
憤
慨
し
、
談
判
愈
々
急
を
告
「
る
に
及

び
、
滋
磁
の
高
官
等
は
大
に
狼
狽
し
て
是
れ
貨
に
国
家
の
重
大
事
な
る
を
以
て
、
宜
し
C
図
論
に
聴
(
の
要
ゐ
り

ご
な

L
、
民
〈
有
士
山
の
士

-r集
め
此
の
事
件
仁
閲
す
る
往
復
文
書
及
び
談
判
の
経
過
を
報
告
し
て
意
見
を
徴
し
た

る
も
結
局
名
案
な
〈
、
高
官
等
己
同
じ
〈
朝
廷
の
命
を
回
融
附
す
ぺ
し
ご
の
議
に
一
決
L
た
、
然
る
に
務
王
の
侍
楼

『琉球且聞銑j，九七乃豆九八百。1) 
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譜
久
島
な
る
者
衆
議
を
排
L
、
今
対
L
朝
廷

ω命
を
拒
ま
ば
必
や
や
芸

ω怒
b
に
嫡
れ
岡
家
は
不
測
の
災
を
家
む

る
に
至
ら
入
、
宜
し
〈
渦
eT
鱒
じ
て
踊
正
な
す
の
策
を
用
ひ
朝
廷
の
命
令
に
従
ふ
べ

L
E
の
建
議
を
な
す
を
至
蛍

古
す
ご
主
張
し
た
銭
的
仁
、
衆
議
忽
ち
一
一
穫
し
て
此
〈
決
し
た
、
然
る
に
務
腐
の
官
人
等
は
此
の
処
議
を
喜
ば
十

し一
1
却
て
斯
か
る
決
議
山
不
蛍
な
る
こ
ご
を
責
め
た
る
を
以
て
、
衆
議
は
再
び
前
言
を
酬
馴
し
て
朝
廷

ω
命
を
回
融

せ
ん
こ
苫
に
一
致
し
た
さ
云
ふ
が
如
〈
、
国
論
に
於
て
も
肇
も
定
見
の
認
む
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
。

此
の
聞
に
鴎

L
て
澗
h

り
滞
玉
の
み
は
朝
命
遂
に
之
に
抗
L
得
，
さ
る
こ
ど
を
深
〈
究
悟
L
っ
、
め
っ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
如
何
せ
ん
周
凶
の
叫
人
等
が
反
劃
の
意
見
を
岡
執

L
て
極
力
之
b
u
桓
否
せ
ん
ご

t
た
る
よ
り
、
徒
ら
に
回

答
の
時
日
を
遷
延
す
る
の
み
に
て
更
に
事
件
の
港
渉
を
見
る
に
至
ら
な
か
っ
た
、
此
の
如
〈
官
人
等
の
現
版
維
持

設
を
主
張
し
て
朝
命
に
従
は
ず
L

ら
ん
ご
し
た
理
由
は
、
至
誠
闘
を
愛
す
る
真
情
よ
り
出
で
た
る
も
の
芭
言
は
ん
よ

り
は
、
事
ろ
世
襲
の
一
H
臓
に
安
ん
じ
家
桁
に
依
縮
刷
し
て
高
位
高
械
を
食
ら
ん

Z
T
る
私
心
が
、
其
の
大
な
る
動
機

を
成
し
て
居
っ
た
よ
う
に
忠
は
る
、
、
何
ご
な
れ
ば
優
柔
不
断
な
る
務
聴
の
態
度
に
憤
慨
せ
る
松
田
大
丞
は
、
明

治
八
年
九
月
六
日
(
信
八
月
七
日
)
附
を
以
て
弧
艇
な
る
最
後
の
通
牒
(
陸
)
を
俊

L
K
る
に
、
龍
王
は
官
人
等
の
頑

迷
に
し
て
危
耐
の
共
の
九
月
に
泊
る
を
悟
ら
宇
朝
命
を
腕
組
1
J
て
顧
み

5
る
を
歎
じ
、
奮
然
自
ら
決
す
る
所
ゐ

h
朝

命
hr遵
奉
す
べ
き
命
令
を
下
し
た
、
然
る
に
之
を
耳
に
し
た
る
官
人
中
に
は
失
望
の
極
梯
泣
[
て
「
我
等
州
大
夫

の
門
地
に
屠
ら
世
々
一
解
説
慨
を
保
お
た
れ
日
と
も
今
後
は
日
本
維
新
の
風
格
ご
な

b
、
唯
山
学
識
ゐ
る
者
の
4
0
官
に
昇
り
・
ー

誼

謀
れ
る
植
民
政
筑
の
崎
形
見
琉
球
と
脱
落
直
賂

第
二
十
四
番

一O
hハ

部
六
部

九

望日巨

『琉球且開銀.ll.-0四乃至 -UIi耳。
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説

苑

第
二
十
四
巻

。

一O
六

第
六
貌

織
を
受
け
、

謀
れ
る
植
民
政
仙
車
内
崎
形
見
琉
球
と
蹴
神
世
麟

我
等
家
門
衰
微
し
子
孫
凍
援
す
ぺ

L
』
ご
叫
ん
に
ご
一
五
ふ
の
を
以
て
も
之
を
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
、

『
琉
球
見
開
銀
」
の
著
者
も
営
時
の
光
誌
に
就
て
「
来
官
の
務
め
て
制
命
を
短
絡
す
る
は
岡
よ
り
家
格
を
保
つ
の
潟

め
に
し
て
闘
を
愛
す
る
に
非
ぎ
る
・
て
じ
を
知
る
べ

L
、
務
王
眼
憂
慮
焦
心
せ
ら
る
、
亦
貨
な
ら
十
干
L

Z
許
し
て

居
る
・
葦
L
琉
球
務

ω成
規
に
擦
れ
ば
按
司
・
総
地
一
蹴
・
脇
地
一
肌
・
卒
士
等
各
家
椅
を
定
的
、
王
子
の
二
男
以
下
及

ぴ
按
司

ω二
男
・
総
地
阪
間
畑
地
頭
町
長
男
等
は
官
僻
附
襲
に
し
て
亭
識
無
3
も
皆
年
長
に
随

τ自
ら
卿
大
夫
に
昇

る
こ
ご
を
待
・
按
司
の
三
男
・
総
地
頭
脇
地
一
政
り
二
男
以
下
及
び
一
中
士
は
永
久
平
士
ご
し
て
事
識
ゐ
る
も
卿
大
夫

に
日
升
る
こ
ご
を
得
な

ν
己
一
お
ふ
制
度
む
め
り
た
活
的
に
、
官
人
等
が
藩
王
の
朝
命
遵
奉

ω意
ゐ
る
を
問
〈
や
、
夫

些
の
極
此
〈
叫
ん
だ
ピ
一
五
ム

-
M
t
は
敢

τ怪
む
に
足
ら
曲
。

(
註
)
今
般
政
府
命
令
ノ
事
-
一
一
付
拙
者
右
務
以
来
政
府
ノ
主
意
ト
宅
-
フ
ル
ル
一
所
帥
チ
保
理
ノ
ア
ル
所
ヲ
以
7
百
方

総
論
ヲ
費
ス
司
令
雛
司
貴
下
及
ピ
甜
聞
東
-
一
一
於
-
プ
』
克
三
水
訪
セ
ラ
レ
ズ
V
Sプ
毎
-
一
一
小
傑
現
ナ
片
請
願
ノ
ミ
昌
付

拙
者
』
之
ヲ
融
制
許
セ
ズ
此
上
』
遵
奉
屯
一
フ
作
ル
カ
否
一
フ
す
と
ザ
ニ
ツ
ノ
外
他
ナ
キ
-
一
至
?
遂
-
二
昨
四
日
ι

於
-7
』
政
府
ノ
命
ヲ
奉
ジ
委
員
タ
ル
拙
者
ヲ
捌
キ
直
-
一
政
府
-
一
向
テ
僻
論
セ
Y

コ
ト
ヲ
主
張
ジ
テ
拙
者
ヲ
辱

カ
V

J
卸
チ
政
府
ヲ
辱
カ
ジ
j

又
川
淵
哨
唱
山
本
ナ
キ
ユ
品
目
見
庁
ト
キ
』
拙
者
』
是
非
貴
下
-
一
面
V

7

一
品
目
漣
プ
ベ

キ
ノ
趣
旨
?
ヅ
ア
之
7
照
曾
-
一
及
ピ
タ
U

F

2

病
ノ
故
ヲ
以
-7
謝
ヒ
ラ

w
p
-一依
η
ノ
途
-
一
其
病
況
ヲ
検
査
セ
Y

3

ト
ヲ
要
ジ
タ
レ
バ
叉
岡
ク
之
ヲ
拒
マ
レ
タ
リ
昨
五

H
-一
於
ア
ρ

進
本
セ
ザ
戸
旨
ヲ
以
ア
被
出
タ
戸
書
面
ヲ

閲
z
v
j
文
意
瞬
隊
他
日
督
責
ヲ
受
ク
ル
-
一
答
フ

w
錦
遁
制
ヲ
合
蓄
V

タ
W

毛
ノ
品
川
ν
一
ア
政
府
-
一
一
於
ラ
ハ
決

『琉球見聞録]， -0七頁。1) 
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シ
ア
取
U
F
可
カ
一
一
フ
ザ
ル
書
面
-
一
付
拙
者
直
-
一
之
ヲ
僻
論

v-ア
織
E
m
v
タ
b
F
=
一
蹴
面
猶
ホ
俊
メ
ザ
U
F
等
ノ
件
々

ρ

朝
命
-
一
腰
ゼ
ス
帥
チ
政
府
-
一
反
シ
タ
庁
者
ト
名
川
肌
ス
ベ
キ
也
依
ア
拙
者
川
之
ヲ
視
認
メ
明
後
入
日
ヲ
以
F7

此
地
ヲ
去
リ
蹄
京
ノ
日
之
ヲ
審
方
ニ
政
府
-
一
上
限
セ

Y

ト
ス
ケ
7
u
y
然
レ
バ
則
チ
政
府
川
賞
下
郎
テ
反
者
-
一

樹
A

Y

闘
怯
ヲ
以

-yv
常
務
-
一
一
樹
A

Y

ニ
前
途
ノ
蕗
分
ヲ
以
-
Y
セ

F

ア
ル
ベ
ジ
依
ア
左
ノ
僚
件
可
被
心
得
嫡
=

去
ュ
臨
ミ
一
書
如
新
品

一
貴
下
謝
恩
名
代
上
京
今
締
仁
王
子
弁
-
一
刑
枠
取
制
ノ
骨
川
上
京
ノ
官
史
争
事
修
業
事
情
通
剣
ノ
錦
上
京
ノ
人

員
等
出
後
ノ
儀
』
常
今
差
止
候
事

一
都
7
滞
史
ノ
上
京
』
嘗
H
T
差
止
候
事

一
嘗
今
ノ
内
常
地
人
民
他
ノ
管
地
品
川
ア
航
海
ス
片
ト
キ
』
毎
附
内
務
省
出
張
所
一
一
周
出
ベ
ク
務
東
』
他
ノ

管
地
-
一
ア
ラ
ズ
ト
毛
抑
制
-
プ
酔
園
地
ノ
諸
港
ヲ
出
町
戸
時
ρ

某
所
要
並
ニ
其
歪
戸
ペ
キ
地
方
等
詳
カ
エ
一
畑
山
ツ
ヂ
ヘ

ク
様
可
致
候
一
帯

明
治
人
年
九
月
六
日
(
哲
人
月
七
日
)

琉

球

滞

王

術

泰

股

内
務
大
丞

松

道

之

回

此
の
如
〈
し

τ官
人
等
は
自
己
の
カ
の
到
底
及
ば

F
る
を
覚
る
や
、
村
人
を
煽
動
し
多
勢
を
持
み

τ王
命
を
収

消
苫
し
め
ん
ご
計
議
せ
る
所
よ
h
一
大
騒
叫
慨
を
惹
起
し
た
潟
め
に
、
務
王
も
如
何
芭
も
却
す
船
は
や
，
遂
に
遵
奉
の

命
令
を
取
市

L
、
別
に
左
の
願
書
を
呈
出
す
る
-
』
吉
、
な
っ
た
。

常
務
支
那
ご
の
鎖
五
百
年
来

ω縁
由
有
之
信
義
之
掛
る
所
に
て
断
も
絶
候
儀
難
致
是
迄
川
則
被
仰
付
皮
段
々
願
申

設

苑

謀
れ
る
植
民
政
策
の
時
形
先
・
琉
球
と
厳
藩
世
麟

第
ニ
十
四
巷

}

む

中

山

第

観

ー‘.
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謀
れ
る
植
民
政
策
山
崎
形
見
・
琉
球
と
臨
措
置
麟

一O
六
回

苑

第
二
十
凶
容

第
六
掠

を上
奥候
へ得
てユ左
上御
京採
せ周
L $.1t 
め御
今座
ー其
底保
政衛l

l舟請
へ仕
申候
上.儀

共務
上申
棒[J人
採心
月j の
無安
御静
座 5
候る
は PR
い候

束間
京洛
に克
於之
τ 内
直人
に選
IiIjl 之
諦上
可拙
申者
候之
健季
此任

儀
仰
依
嫡
市
上
候
由
也

明
治
入
年
九
月
九
日
(
奮
八
月
十
日
)

琉
球
務
王

泰

1.ll 

内
務
大
丞

之

松

道

股

回

訟
に
於
て
一
二
司
官
池
城
親
方
を
上
京
使
者
ご
し
、
之
仁
高
官
五
名
及
び
車
一
員
数
名
を
随
行
せ
し
む
る
こ
ご
、

し
、
九
月
十
一
日
(
奮
入
月
十
ニ
日
)
松
凹
大
丞
ご
共
に
那
覇
を
山
山
蜂
せ
し
め
た
‘
惑
に
至
る
迄
の
琉
球
務
臓
の
態

度
に
枕

τは
、
松
田
大
丞

ω隠
京
後
直
ち
に
政
府
に
呈
出
せ
る
復
命
書
に
委
曲
を
讃

(
Lあ
る
を
以
て
、
左
に
共

の
一
部
を
摘
録
L
て
賞
時
の
質
的
M
h
r
知
ら
ん
己
す
る
土
の
会
考
に
供
し
よ
う
ご
思
ふ
o

暴
-
一
命
ヲ
本
ジ
ア
琉
球
務
-
一
歪
戸
ヤ
先
グ
命
令
書
ヲ
授
ケ
側
首
ノ
ア
ル
所
即
チ
修
理
ノ
ア
ル
所
ヲ
以
テ

一
尚
方
説
詠
7
加
フ
ト
雄
毛
、
滞
議
刷
隅

F

一
v-プ
之
-
一
服
セ
ズ
、
漸
ク
ニ

V
-
7
R
7
遣
隊
ヲ
被
置
及
ピ
刑
法
取
調
ノ

官
h

見
出
品
千
事
修
業
事
情
通
知
ノ
生
徒
上
京
等
ノ
僚
件
ρ

進
本
書
ヲ
墨

v
、
且
征
蕃
役
ノ
宜
向
思
拝
謝
ノ
柏
崎
メ
藩
王

k

h
M
ス
ペ
キ
蕗
病
ノ
依
ヲ
以
ア
断
四
時
延
期
先
グ
今
蹄
仁
王
子
ヲ
ジ
ア
代
謝
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
諦
プ
-
一
至
レ
岬
ノ
、
而

V
4
7
「
清
岡
-
一
一
附
ス
ル
僚
伺
」
及
ぜ
「
職
制
改
革
ノ
保
件
」
-
一
斉
2
7
H
頗
声
詩
情
ヲ
唱
~
ア
依
奮
削
故
ヲ
歎
願
U
-
一ア

不
止
、
背
拙
品
業
要
領
ヲ
皐
グ
ル
-
一
「
清
凶
-
一
関
λ

庁
保
件
」
-
一
一
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世
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-
一
依
-
プ
闘
ヲ
成
U
之
ヲ
父
母
ノ
圃
ト
稀
U
-
7
事
7

F

A
今
ヲ
初
メ
ト
セ
ズ
、
星
霜
頗
U

古
F

Y

一
ア
世
界
皆
知
庁

所
ナ
ペ
ヘ
此
雨
風
ノ
瞭
ヲ
因
襲
1

F

毛
敢
-
プ
我
政
府
ノ
健
商
ヲ
段
調
ス
ル
コ
ト
ナ

V

ト

v
・
・
:
「
職
制
改
革

ノ
健
件
」
ニ
於
7
ρ
今
ノ
官
制
P

闘
加
天
孫
氏
以
来
ノ
園
膿
一
一
依
リ
治
務
ノ
便
宜
-
一
就
ア
立
ア
則
チ
此
国
情
民

心
ニ
迫
感
シ
タ
ル
毛
ノ
ナ
レ
バ
之
ヲ
存
ジ
ア
共
降
梼
ア
ル

7
見
交
・
:
且
去
五
年
副
島
外
務
卿
並
外
務
官

市
民
ヨ
ソ
闘
健
政
健
氷
久
麹
耳
セ
ザ
ル
ヲ
保
諮
セ

V

コ
ト
ア
レ
バ
之
ヲ
路
マ

y

コ
ト
ヲ
要
λ

ル
ヲ
以
ア
セ

y
、
而

シ
テ
北
(
小
心
肺
鵬
ニ
入
テ
之
ヲ
副
ψ

ト
キ
川
相
々
論
議
ノ
囚
ア
京
市
ル
モ
ノ
ア
ソ
ト
雄
三
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
武
闘
務

人
民
ノ
成
立
安
右
ス
ペ
肋
以
ノ
主
ノ
-
一
着
服
セ
ズ
、
的
チ
躍
脚
内
公
盆
ノ
柏
崎
メ
ユ
謀
一
フ
、
ス
V
-
7
北
目
玉
傍
ヲ
維
持
シ

奮
例
古
内
相
ノ
墨
守
ス
立
川
ノ
壬
ノ

ι
着
服
て
即
チ
常
務
王
家
ノ
私
利
ノ
潟
メ
ニ
謀
ル
ト
傍
一
フ
前
凶
ノ
謎
責
ヲ

恐
ル
片

l
-
一
ア
ツ
テ
狛
ホ
甚
ジ
キ
A

住
背
凋
立
闘
ノ
健
ヲ
幼
シ
タ
ル
ヲ
リ
退
官
揖
月
ル
ノ
念
総
へ
ズ
、
而
U
V

与
ノ
我
政

府
ノ
ミ
エ
脱
ス
ル
ト
キ
ハ
川
花
論
ノ
白
山
ヲ
迂
プ
ス
作
コ

l

ヲ
得
λ

清
凶
ト
繭
溺
ノ
鰹
ヲ
存
λ

F

ト
キ
』
依
-
一
プ

以
一
ア
之
ヲ
逗
ワ
I

F

コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
、
比

F

一
従
来
我
政
府
ノ
保
謎
ヲ
受
ゲ
タ
庁
ノ
厚
キ
近
ク
ρ

維
新
以
来
多

少
ノ
恩
典
征
蕃
役
ノ
義
製
挫
す
ノ
如
キ
』
清
岡
保
謎
ノ
滞
キ
或
』
絶
へ
ア
ナ

V

ト
剖
フ
ト
宅
一
叶
7
W
4
r
u

ノ
ト
日
ヲ

同
ク
ジ
ア
論
ズ
可
カ
ラ
ザ
ル
川
一
蹴
落
之
ヲ
知
ラ
ザ
u
y
v

一
非
λ

ト
雄
毛
、
彼
ノ
私
論
ノ
白
山
ヲ
逗
ク
ス

W

ノ
使
否

ヨ
リ
論
、
λ
y
ト
キ
ρ

其
保
護
ノ
惇
務
征
蕃
ノ
義
否
ノ
如
キ
之
ヲ
問
ア
ニ
泣
ア
ラ
ザ
ル
ナ
η
ノ
、
且
我
政
府
ノ
往
時

嘗
闘
-
一
於
ゲ
ル
兵
戚
以
↑
プ
之
ヲ
征
討
ジ
治
構
以
一
プ
之
ヲ
魁
制

v-7苛
酷
城
中
-
一
卑
属
セ
ジ
ム
ル
毛
ノ
ア
レ
J

中

心
引
服
セ
ザ
ル
所
ア
リ
、
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(
常
棒
一
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取

e

ア
異
ニ
恩
恵
ト
ジ
保
護
ト
ジ
↑
プ
見
ル
モ
ノ
』
保
々
維
新
以
来
ノ
典
ノ
ミ

而
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猶
ホ
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ヲ
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セ
ザ
戸
ナ

y
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国
一
一
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グ
ル
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ノ
典
ヲ
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ノ
沙
汰
ヲ
受
ゲ
ズ

V
-
一
ア
王
傍
ノ
名
春
ヲ
持

v
附
府
ノ
悶
健
ヲ
有
ツ
コ
ト
ヲ
得
其
な
利
上
ノ
便
宜
ニ
於
ケ
ル

説

苑

謀
れ
る
植
民
政
鍛
の
崎
市
児
・
琉
球
と
鹿
部
置
廊

第
二
十
四
谷

-ο
六
五

第
六
挽

「"・..



， 

設

官

四

某
善
於
此
.
故
ニ
今
般
我
政
府
ノ
命
令
三
謝
U
F
ρ

英
服
否
ヲ
問
ア
抑
末
-
一
ジ
一
プ
某
私
論
切
迫
ノ
極
中
心
段
-
一

反
ス
レ
ド
毛
幸
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一
プ
兵
力
ナ
キ
ユ
一
依
-
ア
芸
賞
跡
-
一
砂
ラ
ザ
片
ナ
ソ
、
於
是
回
遊
之
』
主
ト

V
7
茶
摘
凶
-
一
闘

1

P

燦
件
ニ
於
ゲ
ル
信
義
ト
言
ア
一
主
我
政
府
ノ
之
ヲ
絶
タ
V

L

W

所
以
ノ
保
理
品
比
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レ
バ
途
-
一
粧
内
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V

F
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ヲ
絶
ツ
ρ
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義
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分
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従
フ
毛
ノ
ナ

w
ノ
締
-
e

目
父
母
ノ
閥
ト
稽
旦
恥
戸
川
則
チ
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恩
恵
ヲ
受
ク
戸
ヲ
形
容

ジ
7
都
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タ
ル
毛
ノ
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V
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械
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ヲ
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タ
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屯
ノ
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一
非
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、
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ノ
雌
義
ヲ
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ス
レ
バ
闘
ヨ

y
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臨
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レ
バ
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品
ジ
テ
附
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-
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事
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ず
一
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司
亡
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-
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君
ユ
事
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p
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ヲ
待
ベ
カ
ラ
ズ
、
何
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方
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一
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局
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ザ
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ヘ
カ
ラ
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V

一プ而
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ヲ
遮
プ
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滞
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以
-
プ
成
立
安
右
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て
一
使
ナ
ル
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毛
ノ
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着
服
セ
ザ
W

4

カ
ラ
ズ
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成
立
安
右
ス

F

品
便
ナ
U
F
4

屯
ノ
ヲ
趨
プ
時
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則
チ
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政
府
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一
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嵐
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ザ
ル
ペ
カ
ラ
ズ
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風
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鵠
ナ
U
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毛
ノ
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古
川
仲
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ペ
カ
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ザ
戸
毛
ノ
品

V

ア
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ヲ
仙
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す
U
F
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タ
ル
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段
損
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襲
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錦
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令
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務
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ユ
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ノ
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リ
、
且
今
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革
V
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務
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仲
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U
Y

ヲ
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ヲ
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'
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澗
伊
ヲ
奉
ジ
年
世
U
J

和
平
ク
般
暦
ヲ
問
中
ジ
貨
幣
ヲ
用
ユ
戸
等
ノ
如
キ
大
典
ヲ
除
ク
パ
ノ

作
ρ
f
P
R昨
ハ
官
r
u
f
f
J
Y
川
ド
ド
、
叉
副
島
外
務
卿
ノ
口
越
外
務
官
吏
ノ
宵
膿
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時
勢
ノ
沿
草
政
事
上
ノ
便
宜
-
一
依
前
ノ
宜

N
V

ク
然
ラ
ザ
ル
イ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
理
ヲ
以
-
プ
漣
輩
旦
ル
毛
ノ
ナ
レ
バ

i
外
務
卿
A

回
ヲ
叫
ノ
太
政
大
臣
ト
雄
毛
一
夫
後
一
見
セ
ず
U
F

ヲ
侭
詮
λ

u

y

コ
ト
ヲ
得
ズ
又
保
謎
1

4

キ
屯
ノ
-
一
非
ザ

レ
バ
常
藩
-
一
一
於
-
プ
毛
其
首
情
ヲ
以
ア
之
ヲ
恒
ム
ヨ
ト
ヲ
得
〈
カ
ラ
ザ

U
F

ノ
緋
等
ヲ
以
己
主
保
理
ヲ
迫
ヒ
大
義
ヲ

責
メ
或
ρ

寛
品
川
J

プ
或
ρ

猛-一一旦
9
反
誕
僻
論
数
十
回
-
一
及
プ
ト
維
毛
論
屈
ス
レ
バ
則
チ
駄

ν
日
ヲ
後
ケ
J

則

復
前
議
ヲ
主
張
v

途
ニ
保
理
由
一
基
カ
ズ
、
於
是
国
誼
之
』
山
中
九
叩
ノ
構
内
ヲ
以
-
ア
其
歎
刷
不
保
理

f
p
ト
V

ア
聴

許
セ
ズ
命
令
迷
-
一
選
挙
1

〈
キ
旨
ヲ
命
ジ
タ
リ
、
爾
後
猶
ホ
務
議
紛
伝
其
意
ρ

阪
A

一
遵
奉
セ
ザ
ル
ニ
決
λ

ト
雄

毛
一
蹴
恥
戸
朝
謎
ヲ
恐
レ
-
プ
鼎
附
ヲ
歎
願
-
一
籍
叫
ノ
所
隙
毎
-
一
一
般
除
模
糊
タ
ヲ
、
於
是
巨
道
之
二
円
里
城
一
一
至
凶
ノ
務
王
ニ

面
ジ
ア
大
ユ
論
ゼ
ン
ト
ジ
タ
ル
ニ
諸
王
山
間
ノ
故
ヲ
以
-
プ
其
面
接
ヲ
跡
見
、
乃
テ
諸
官
百
五
十
俄
名
ヲ
城
中
品
集

メ
ア
命
令
必
、
λ

選
挙
セ
ザ
ル
イ
カ
ラ
ザ
ル
所
以
ノ
保
理
ヲ
述
べ
且
お

v
進
出
中
セ
ザ

w
ト
キ
川
政
府
-
一
於
ア
必
ズ

厳
重
ノ
成
分
T

W
ペ
ジ
、
其
蕗
分
ア
作
』
困
ヨ
リ
〆
之
ヲ
知
レ
ド
宅
情
閥
ノ
情
義
-
二
換
へ
難
V

ト
V

テ
選
挙
セ

ザ
ル
乎
、
或
』
之
ヲ
剣
-
フ
ズ
只
迂
淵
ノ
論
議
ヲ
議
ク
ジ
ア
進
出
中
セ
ズ
他
日
鴎
分
ノ
際
ニ
常
り
君
刊
狼
狽
瞬
Y
噛

ム
ノ
憂
ユ
至
7
始

4
J

プ
悟

w
平
等
ヲ
越
、
へ
S

プ
其
議
ノ
ア
ル
所
ヲ
質
問

λ
w
-一
務
克
ノ
中
或
』
頗
w
y
E

之
ヲ
恐

w
p
ノ

色
ア
ル
ア

9
、
或
』
酔
同
務
保
理
ア
ヅ
ア
選
挙
セ
ザ
レ
バ
政
府
-
一
一
於
-
プ
厳
重
ノ
蕗
分
ア
ル
ノ
理
ナ
ジ
ト
論
ズ
ル
毛

ノ
ア

F
、
.
・
:
於
是
原
地
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断
然
意
ヲ
決
ジ
ア
務
克
一
般
三
削
V

温
-
乙
此
品
臨
ン
デ
督
促
飢
一
一
一
数
回
-
一
及
プ

ト
雄
三
特
-
一
遁
僻
ユ
托
V

要
1
p
e
一
ロ
ハ
決
答
ノ
期
日
ヲ
延
1

7
是
勉
ム
ル
ガ
如
ジ
某
鉱
山
山
肌
ナ
戸
亦
甚

v
、
而
ジ

7
其
遵
奉
・
セ
ザ
ル
ノ
書
ヲ
呈
ス
戸
毛
之
ヲ
墨
セ
ズ

V

7
只
強
則
之
ヲ
桓
ム
毛
一
其
命
令
-
一
針
U
7
ρ

均
ク
是
ヲ
遵

奉
セ
ザ
ル
ナ

9
、
依
-
プ
道
之

ρ

今
葉
市
坦
奉
セ
ず
ル
ヲ
観
訟
メ
タ
レ
バ
直
-
一
此
館
ヲ
去
9
今
般
後
泌
ノ
辿
陽
艦
ヲ

以
7
蹄
京
V

審
カ
ニ
政
府
-
一
上
隊
屯

y
ト
λ

、
貴
之
今
此
館
ヲ
去
戸
川
則
チ
談
利
政
レ
テ
去
ル
ナ
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-
一
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来
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四
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六
凡
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六
抗

ア、

首
班
耐
ヲ
頑
W

A

反
者
ヲ
以
-7
淵
四
戸
、
~
v

謹
デ
政
府
ノ
ド
底
分
ヲ
待
ヅ
ペ
キ
旨
ヲ
以
ア
論
ジ
、

特
涙
公
使
ノ
談
判
破
レ
ラ
師
靭
ス
ル
ノ
館
ニ
擬
uv

遂
ニ
北
(
翌
々
日
ヲ
以
テ
那
覇
港
ヲ
畿
セ

y

コ
ト
ヲ
定
メ
一
行

官
変
哲
行
李
ヲ
調
フ
、
而
~
y
F
プ
厄
道
之
窃
ニ
惟
中
ユ
常
務
頃
日
/
州
地
…
扶
ナ
ル
貨
エ
甚
uv

是
必
ズ
政
府
-
一
於
ア
慮

分
ナ
カ
ル
ペ
カ
ラ
ザ
A

、
且
熱
々
鴬
務
泊
民
ノ
弊
害
説
抽
出
ノ
所
見
ヲ
繭
ル
-
一
大
-
一
之
ヲ
破
-Y
ザ
レ
J

間
務
人
民
ノ

不
幸
ナ
ル
質
二
世
V

キ
毛
ノ
ア

y
故
ニ
似
ム
ザ
今
般
進
本
ス
ル
ト
司
前
途
麹
草
ヲ
錯
す
ザ
片
ペ
カ
一
フ
ズ
、
而
U
-
プ

今
般
遵
奉
セ
ズ
削
チ
反
V

タ
ル
二
此
亡
赴
自
然
試
運
ノ
大
越
草
一
一
赴
ク
司
ノ
乎
、
:
目
泡
之

ρ

師
京
具
朕

ノ
H-
ニ
事
ヲ
建
言
セ
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
英
一
二
一
品
ト
』
何
グ
、
司
法
以
-
ア
賞
藩
王
連
制
ノ
罪
ヲ
臨
断
三
行
政
以
7

b

商
務
王
-
一
命
ジ
ア
土
地
人
民
ヲ
本
法
セ
シ
メ
途
ニ
琉
球
滞
ヲ
底

v
沖
縄
脇
ヲ
位
キ
、
向
車
務
以
一
プ
銑
エ
決
定
シ
タ

庁
所
ノ
分
遣
隊
入
琉
ノ
期
限
ヲ
早
ク
ジ
ア
地
方
ノ
暴
摩
ヲ
珠
防
ス
ル
ナ
凶
ノ
、
一
-
:
子
時
常
務
ノ
事
情
ヲ
探
占
禁

ー
ル
ニ
匝
道
之
憤
然
首
里
城
ヲ
去
リ
崎
ヤ
一
線
京
セ
ン
ト
ス
ル
ヨ
リ
ノ
人
心
頗
ル
仰
々
務
議
逐
一
二
二
議
-
一
一
分
レ
、
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